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令和３年 第２回 農業委員会総会 議 事 録 

 

・開会日時  令和３年２月８日午後１時５７分 

・閉会日時  令和３年２月８日午後３時４３分 

・開催場所  ＪＡ前橋市本所２階大会議室  

 

・出席委員（１７人） 

 ２番 小池 真澄 ３番 須賀 民雄 ５番 阿久津 昌枝 ６番 井田 健 

９番 関 けい子 １０番 伊能 良雄 １１番 齋藤  １２番 下田 将文 

１３番 矢端 晴美 １４番 奥野 和子 １５番 松島 敏男 １７番 小堀 清 

１９番 澁澤 聖一 ２１番 深町 冨士雄 ２２番 須田 一男 ２３番 石村 利夫 

２４番 江原 弘    

 

・欠席委員（７人） 

 １番 松田 智之 ４番 平野 豊一 ７番 坂本 忠  ８番 横室 辰雄 

１６番 星野 和幸 １８番 関根 由彦 ２０番 青木 朱美  

   

・事務局出席者 

事務局長 本間 達雄   局長補佐 瀬戸 浩   副主幹 内田 貴美   主任 井上 一則    

主任 篠﨑 菜穂子   主任 坂本 憲昭   主事 星野 晴香   主事 小池 雪乃      

臨時職員 宮田 厚子 

 

・付議事件 

（１）議案第７号  農地法の規定による許可の取消しについて（３条） 

（２）議案第８号  農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）議案第９号  農地法の規定による許可の取消しについて（５条） 

（４）議案第10号  農地法の規定による許可後の計画変更申請について（５条） 

（５）議案第11号  農地法第４条の規定による許可申請について 

（６）議案第12号  農地法第５条の規定による許可申請について 

（７）議案第13号  農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の変更決定について 

 

・協議事項 

（１） 令和３年度農地等の利用最適化の推進施策等に関する意見について 

（２） 農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取について 

（３） 農用地利用集積促進事業奨励金の審査について 

           

・報告事項 

（１）農地法第３条の規定による届出書の受理状況について 

（２）農地法第４条の規定による届出書の受理状況について 

（３）農地法第５条の規定による届出書の受理状況について 

（４）農地法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況について 

（５）農地転用等の意見聴取の結果について 
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２３番委員 

（３班班長） 

 

それでは、定刻前でございますが、出席予定の方全員おそろいになりましたので、これから

令和３年第２回農業委員会総会を開催いたします。なお、本日の欠席者でございますが、１番 

松田 智之委員、４番 平野 豊一委員、７番 坂本 忠委員、８番 横室 辰雄委員、１６

番 星野 和幸委員、１８番 関根 由彦委員、２０番 青木 朱美委員の７人の方につき

ましては、今般の新型コロナウイルス感染症対策により、出席の見合わせをお願いしておりま

す。そのほかの欠席通告者及び遅刻の通告者はいらっしゃいません。したがいまして在任委員

２４人中１７人の出席であり、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による過半

数に達しておりますので、本会議は成立いたしますことを、ご報告申し上げます。開会に

先立ちまして、深町会長からご挨拶をお願いいたします。 

◇（挨 拶） 

 会議規則第５条の規定より、会長が議長となり会議を進めることとなりますので、深町

会長よろしくお願いいたします。 

 

《深町会長、議長に就任》 

それでは、令和３年第２回農業委員会総会を開催いたします。初めに、前橋市農業委員会総

会会議規則第２５条第３項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。１７番 小堀 

清委員、１９番 澁澤 聖一委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。議案第７号・農地法の規定による許可の取消し（３条許可）

について、審議に入りますが、整理番号１番については、申請関係者に１０番委員が該当

しますので、退室をお願いします。 

それでは、整理番号１番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、取消理由を朗読、説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を承認とする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第７号・農地法の規定による許可の取消し（３条許可）

については、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

それでは、１０番委員の入室を許可します。 

 次に、議案第８号・農地法第３条の規定による許可申請について、整理番号１番から２

６番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、契約内容、耕作面積等を朗読、説明） 

 整理番号１５番、譲受人の耕作面積が４０アール未満ですが、申請地が譲受人の所有地

と一体でないと利用できない立地であり、ほかの方ですと利用が困難であると認められる

ため、不許可の例外に該当します。整理番号１６番、譲受法人は非営利法人ですので、農

地法施行令第２条第１項第１号に定められている不許可の例外に該当します。整理番号１

８番、譲受法人は県外で農地所有適格法人として活動している法人です。整理番号１９番、

前橋市外で農地所有適格法人として活動している法人です。  

 整理番号２３番、２４番は営農型太陽光施設の下部の農地の営農に関わる申請で、５条

申請と関連があるため後に説明いたします。 

 以上、整理番号１番から２２番まで、２５番、２６番は農地法第３条第２項各号には該

当しないため許可要件の全てを満たしております。 

 なお、整理番号２番から７番まで、１６番、１８番については、現地・面接調査を実施

していますので、調査班長の報告をお願いします。 

 整理番号３条の２番、３番、現地・面接調査案内図１ページから２２ページをご覧くだ

さい。申請地４筆の内２筆は、国分寺跡から東へ約９０ｍに位置し、相続人が管理できな

くなったため、平成９年より譲受人が管理を頼まれ農地として復活させ、現在に至ってい
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１９番委員 

るとのことです。面接には譲受人と代理人が来られました。譲受人は、現在、Ａ社の会長

となり、余裕ができたとのことです。ほか２筆は、総社立石緑地公園北の農地です。親戚

から賃借でき、自宅からも２００ｍと近く幸いとのことです。譲受人は過去に農地を所有

し、農業経営を行っていました。現況は、所有農地はありませんが、農家台帳に記載され

ています。農業経験は、譲受人が５年、世帯員は２０年と記載されています。農業は、譲

受人、その妻とアルバイトの３人で行うとのことです。作付けは、ダイコン、ネギ、ホウ

レンソウとハクサイを考えているとのことです。出荷先は、道の駅、直売場と自家消費を

予定しているそうです。時間の余裕ができ、目の前に休耕地があるので農業を始めようと

思ったとのことです。調査班としては、現在の意欲、時間的余裕、周囲に影響が少ないこ

と、経験等を考え許可相当と判断いたしました。  

 整理番号３条の４番から７番、現地・面接調査案内図２３ページから４９ページまでを

ご覧ください。申請地４筆のうち２筆は、嶺公園北の３５３号線の北へ約２０ｍ、１筆は、

芳賀畜産団地の北へ約３ｋｍ、１筆は、明和幼稚園の北東約１ｋｍに位置しています。面

接には譲受人が来られました。今までは借りてほしいと依頼され、相対で農地を借り、花

き、野菜の農業経営を行っていたそうです。農業経験は、譲受本人と妻ともに約５年、妻

の実家で２年余り手伝いをして学んだとのことです。作付けは、ネギ、ハクサイ、キュウ

リ、エダマメ、サトイモ、ススキ、パンパスとミズキ等を考えているそうです。出荷先は、 

ＪＡ、直売場を予定しているそうです。今後は今まで以上に、花き、野菜についての研修

をし、本格的に農業に取り組み、規模拡大をして行きたいとのことです。調査班としては、

現在の意欲、今後の取組、周囲からの信頼と経験を考え許可相当と判断いたしました。 

整理番号３条の１６番、現地・面接調査案内図５０ページから６６ページまでをご覧く

ださい。申請地７筆は農用地区域内の農地です。面接には、代理人が来られました。地元

の農家に借りてほしいと依頼され、農地を借りることになったそうです。譲受社会福祉法

人は、知的障害のある人達が通所されています。毎日の活動の中で米や野菜の栽培を通じ

て、地域で自立した生活が送れるように支援しており、そのためにたくさんの農地が必要

になるそうです。作付けは地域に則し、季節も考慮して、タマネギ、エダマメ等々を決め

ているそうです。出荷先は、ＪＡ、卸売会社を予定しているとのことです。年間売上は約

２，０００万円で、通所者４４人に工賃として支払っているそうです。今後も、規模拡大

をして行きたいとのことです。調査班としては、現在の地域の要望、今後の取組み、周囲

からの信頼と経験を考え、許可相当と判断いたしました。 

 整理番号３条の１８番、現地・面接調査案内図６７ページから８７ページまでをご覧く

ださい。申請地は、国分寺跡の駐車場から南西の道向かいの農地です。面接には譲受法人

の方が来られました。Ｃ社の代表取締役３代目です。平成１６年までは家族経営をしてい

ましたが、平成１６年１２月に法人化し、若者の就農に力を入れ、現在の正規雇用者は１

５人、平均年齢２５歳だそうです。小諸市と御代田町に自作地約２ヘクタールと借入地約

２ヘクタール、田７０アール、畑３３６アールを耕作しているそうです。役員３人は農業

経験約１５年、従業員２２人は農業経験６年だそうです。現在の作付けは、レタス、キャ

ベツ、ハクサイ、ネギで年間売上高は約２億円とのことです。農業経営拡大と冬の営農を

したいという希望を持って探していたところ、ちょうど酪農の解散を聞き、交渉の結果、

借りられることになったそうです。高崎市に２階建て一軒家を借り、約８人が常駐するそ

うです。通作距離は１ｋｍ、通作時間は５分程度で、小諸市の事務所からは約１時間の距

離とのことです。レタス、キャベツ、ハクサイ、ネギの栽培を考えており、出荷先は、つ

るや等のスーパー、ほかに加工と外食店を予定しているとのことです。調査班としては、

現在の意欲、今後の経営拡大の取組、周囲への影響が少ないこと、豊富な農業経験を考え、

許可相当と判断いたしました。 

 以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご

質問をお願いします。 

 整理番号４番、６番の契約内容は使用貸借ですので、無料ですよね。 
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 はい、使用貸借の場合は無償での貸借で、地権者との話合いがついているとのことです。 

 わかりました。 

その他、ご意見等ございませんか。 

ないようでしたら質問いたします。整理番号２番売買、３番賃貸借の合計面積で下限面

積の４０アール以上になりますが、売買、貸借合計でよいのでしょうか。 

４０アール以上になるように同時に申請されれば、契約内容については問いません。譲

受人は、以前農業をされていた経験がありますので、売買でも問題ないかと思います。 

売買価格と賃借料が不自然に思われますが、いかがでしょうか。 

金額については相対で決めていただきますので、事務局での指定、指摘等はしておりま

せん。 

それはわかりますが、調査班長、地の利や環境等が良いとか何かあるのですか。 

整理番号３番は、自宅から２００ｍと近く、親戚との賃貸借です。整理番号２番は、シ

ノが生えていたため、譲受人が開墾したそうです。 

道路からのアクセスはどうですか。 

整理番号２番は繫がっています。整理番号３番は良い所だと思います。 

整理番号４番から７番までは、利用権設定をせずに相対で貸借されていたとのことです

が、申請されている所を借りていたという解釈でよろしいでしょうか。 

そうです。 

申請されている４筆で、農業を行ってきたということでしょうか。 

口頭での約束で貸借していたそうです。 

申請人の妻の実家で、農業の手伝いをされていたということです。 

はいわかりました。その他、ご意見等ございませんか。 

補足説明ですが、奥さんの父親から、農業委員会に申請したほうがよいとの一言があり

ましたので、申請したとお聞きしました。 

奥さんのお父さんから、相対でなく申請したほうが良いとのアドバイスがあり、申請し

たとのことです。 

その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号２３番、

２４番は５条申請と関連があるため、後に５条申請と一括して審議を行うこととし、整理

番号１番から２２番まで、２５番、２６番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第８号・農地法第３条の規定による許可申請については、

整理番号２３番、２４番は５条申請と関連があるため、後に５条申請と一括して審議を行

うこととし、整理番号１番から２２番まで、２５番、２６番を許可とすることに決定いた

します。 

 次に、議案第９号・農地法の規定による許可の取消し（５条許可）について、整理番号

１番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書、地目、面積、契約内容、許可目的等を朗読、説明） 

 なお、申請地につきましては、事務局で１月２２日に梅林として管理されていることを

確認いたしました。 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番を承認とする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第９号・農地法の規定による許可の取消し（５条許可）

については、整理番号１番を承認とすることに決定いたします。 

 次に、議案第１０号・農地法の規定による許可後の計画変更申請（５条許可）について、

整理番号１番、２番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 
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◇（議案書・順次、地目、面積、変更内容、契約内容、転用目的を朗読、説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

 ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番、２番を承認

とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第１０号・農地法の規定による許可後の計画変更申請（５

条許可）については、整理番号１番、２番を承認とすることに決定いたします。 

 次に、議案第１１号・農地法第４条の規定による許可申請について、整理番号１番から

６番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、転用目的を朗読、説明） 

 整理番号１番、２番は、開発許可未了のため保留としてご審議をお願いします。 

以上、整理番号３番から６番までは農地法第４条第６項の各号に該当しないため、許可

要件の全てを満たしております。 

なお、整理番号６番については、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の報

告をお願いします。 

整理番号４条の６番、現地・面接調査案内図８８ページから９６ページまでをご覧くだ

さい。申請地は、ぐんまフラワーパークから北東約１．３ｋｍ、宮城千本桜から南南西約

０．５ｋｍに位置する農用地区域内にある農地です。面接には代理人が来られました。申

請人は高齢で当該農地は荒廃しており、このままですと借手がいないとのことです。農地

に復元できれば借りたいとの希望がありましたので、農地改良をして希望者Ｂ法人に貸す

とのことです。土砂は館林市から２時間半かけて、１０トン車で１日約３０台運び、約１

０か月かかる予定とのことです。誘導員も適宜配置し、付近に被害がでないように十分に

注意を払うとのことです。農地改良後、借手Ｂ法人はキャベツ、ブルーベリー等の作付け

を予定しているそうです。調査班としては、現況等を考え、土砂搬入の経験もあり、農地

改良の取組み等もしっかりしており、付近に被害がでないよう十分に注意して行うという

ことを考え許可相当と判断いたしました。 

 以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご

質問をお願いします。 

 整理番号６番の地目は、田６，７５６㎡、畑９，７７３㎡ですが、農地改良後は全て畑

として使うのですか。また、何枚くらいになる予定ですか。 

 農地改良後は畑として使い、露地野菜、ブルーベリーを植えるとのことです。借手Ｂ法

人は、農地所有適格法人であることを栃木県下野市の農業委員会に確認いたしました。面

積は広いですが、１枚で仕上げる話をされていました。 

 現地案内図９５ページの航空写真に白線の内側に建物が出ていますが。 

 所有者の自宅が隣接しています。一番西の１棟は壊されていました。 

 わかりました。 

 土砂を運ぶ１０トン車トラックが、どこから出入りするのか心配でしたので伺いまし

た。北側から搬入する道を作るかどうか検討中とのことでした。また、道路が高いため雨

の日は鉄板を敷きますと滑るので、よく考えながら行うとのことでした。 

その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番、２

番を保留とし、整理番号３番から６番までを許可とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第１１号・農地法第４条の規定による許可申請について

は、整理番号１番、２番を保留とし、整理番号３番から６番までを許可とすることに決定

いたします。 

なお、３，０００㎡を超える許可処分については群馬県農業委員会ネットワーク機構の
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意見を聴いて、意見が「異存なし」と答申のあったものについて、会長専決により許可書

を交付することになりますので、ご承知おき願います。 

次に、議案第１２号・農地法第５条の規定による許可申請について、整理番号１番から

２６番までの審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、契約内容、転用目的を朗読、説明） 

整理番号１番、２番、１８番は、書類不備のため保留としてご審議をお願いします。 

整理番号２６番については、３条申請と関連があるため後に説明いたします。 

 以上、整理番号３番から１７番まで、１９番から２５番までは農地法第５条第２項の各

号に該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

 整理番号２２番に始末書添付と記載されていますが、建物は、まだ建っていないですよ

ね。 

 そうです。 

 なぜ始末書が添付されているのですか。 

 申請地に昭和４０年頃から貯蔵庫が置いてあるため、始末書が添付されています。 

 わかりました。 

 その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。整理番号１番、２

番、１８番を保留とし、２６番は３条申請と関連があるため、この後に３条申請と一括し

て審議を行うこととし、整理番号３番から１７番まで、１９番から２５番までを許可とす

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、議案第１２号・農地法第５条の規定による許可申請について

は、整理番号１番、２番、１８番を保留とし、２６番は３条申請と関連があるため、この

後に３条申請と一括して審議を行うこととし、整理番号３番から１７番まで、１９番から

２５番までを許可とすることに決定いたします。 

 それでは、審議を保留にしました農地法第３条の整理番号２３番、２４番、農地法第５

条の整理番号２６番の審議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（議案書・順次、地目、面積、契約内容、耕作面積等を朗読、説明） 

以上、整理番号２３番は、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件の全て

を満たしております。整理番号２４番は、事務処理基準に基づく許可基準を満たしており

ます。 

◇（議案書、地目、面積、契約内容、転用目的を朗読、説明） 

以上、整理番号２６番は、農地法第５条第２項の各号に該当しないため、許可要件の全

てを満たしております。 

 なお、現地・面接調査を実施していますので、調査班長の報告をお願いします。 

 整理番号３条２３番、２４番、現地・面接調査案内図９７ページから１１４ページまで

をご覧ください。申請地は、ぐんまフラワーパークから東約２．５ｋｍに位置し、北側は

畑、東側は山林、南側は畑、西側は宅地に囲まれた、農用地区域内にある農地です。面接

には譲受法人各１人と代理人１人の合計３人が来られました。整理番号２３番の譲受法人

は茨城県に拠点を置き、発電施設下部の営農事業に尽力し、特にミョウガ栽培に実績があ

り、農業従事者４人だそうです。今後も経営地拡張を図りたいとのことです。作付けは３

月から土作りをし、４月に植え込み、翌年９月中旬に収穫できるそうです。その間にワラ

やモミを入れ、遮光ネットを掛けたりするそうです。出荷先は、大田市場、サンアグリを

予定しているとのことです。年間売上金額は８５万円、農業従事者２人を予定しているそ

うです。調査班としては、現在の意欲、経営拡張意欲、周囲に影響が少ないこと、経験実

績を考え許可相当と判断いたしました。 

 整理番号５条の２６番、現地・面接調査案内図１１５ページから１３５ページまでをご

覧ください。申請地は、先ほどの説明と同じです。面接には譲受法人２人と代理人１人の
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合計３人で来られました。譲受法人は東京に拠点を置き、関東近郊を中心に発電事業の企

画販売を行う主旨にて昨年会社を設立しました。今回、申請地の事業を引き継ぎ、自社運

営による発電事業の維持管理を行いながら、今後の事業運営のモデルケースとなるよう所

有者、営農事業者と協力し、優良農地の保全に努めるとのことです。令和２年２月１７日

許可されＤ設計が設置した営農型太陽光設備を令和２年１１月末から継承しているとのこ

とです。調査班としては、現在の意欲、経営拡張意欲、周囲に影響が少ないので、許可相

当と判断いたしました。 

 以上で事務局の説明及び調査班長の報告は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご

質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農地法第３条の２３番、 

２４番、農地法第５条の整理番号２６番を許可とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、農地法第３条の整理番号２３番、２４番、農地法第５条の整

理番号２６番を許可とすることに決定いたします。 

 次に、議案第１３号・農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用集積計画の変更決定

について審議をお願いします。 

◇（議案書、順次、土地の現況、利用目的、面積等を朗読、説明） 

 買い手は購入予定の農地付近に経営農地がある認定農業者で、効率的な農用地利用が期

待できます。 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見・質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。議案第１３号について、原

案を決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

全員賛成でありますので、議案第１３号、農業経営基盤強化促進事業に係る農用地利用

集積計画の変更決定については、原案を決定いたします。 

 次に協議事項（１）令和３年度農地等の利用最適化の推進施策等に関する意見について、

協議をお願いします。事務局の説明を求めます。 

◇（資料説明） 

NO１担い手への農地利用集積・集約 

NO２遊休農地の解消対策 

NO３担い手への育成・確保 

NO４群馬県中山間地域等直接支払交付金における特認地域指定の追加について 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

NO４について、「自然的条件は特に差がないのになぜ粕川地区、大胡地区及び芳賀地区

が指定されていないか。」と記載したほうがよいのではないでしょうか。傍から見た条件

的には変わりのない地域です。また、過疎化や高齢化が進むのは、条件的には同じだと思

いますので、補正したらいかがでしょか。 

 文言につきましては、ご指摘を踏まえ、追加してわかりやすくしたいと思います。 

 中山間地域の直接交付金の基準は、今の群馬県の基準に基づいたものです。群馬県の特

認地域の基準の中で農林統計上の中山間地域という項目が付いており、これについては、

前橋市内では、富士見地区、宮城地区となっています。基準の見直し、緩和についてお願

いしたいと思っています。 

 この意見はどのような流れになるのですか。説明をお願いします。 

今回の総会で承認された意見について、県農業会議で各市町村から提出された意見

を集約し、県に提出されます。前橋市の意見がそのまま全て県知事に提出されるわけ
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ではありません。この項目が採用されるかどうかは県農業会議の事務局が決めます。 

常設審議会の中で各意見が集まり、そこで検討したうえでの提出になります。 

 是非この意見を入れていただきたいと思います。 

NO１に大区画化に向けた農地改良等により担い手が借りやすくなるような優遇措置の

検討をお願いしたいとありますが説明をお願いします。 

 小さい農地を、区画整理をして大きくしていただきいということです。 

 約３０年前に区画整理されましたが、大区画に集約できない土地、傾斜地、小さな土地

が残っています。 

 できない地区もありますが、一地域だけでなく、市の全体的な大区画化に向けての意見

です。狭小農地、形の悪い農地を１枚にして、少しでも利用できるようにしたいとの意見

です。 

 状況に応じた意見を皆さんで検討できないか、考えていただけないでしょうか。 

 山間地の凄いところでも高付加価値がある物を作り、上手く利用すれば、何か先が見え

てくるのではないかと考えています。できれば大勢の中でなく中山間地域の人達、会長、

若い方達にも参加していただき、希望が持てるような方法などの意見交換等を行ってゆけ

ば、少しでも明かりが見えてくるのではないでしょうか。何かできるのではないかと思い

ます。 

 アンケート調査、地区別の意見等を集約しての意見だと思います。 

 大区画については、できない地区もありますが、皆さんの意見をなるべく取り入れた意

見です。 

 山間地域の方達だけの意見ではなく、皆さんにも、もっと考えていただきたい。１５番

委員の意見のように話合いができる場をできるだけ多く作っていただきたい。 

 １７番委員は、大区画化に向けた改良もよいが、傾斜地に合った農業もないかを考えて

欲しいということです。 

 大区画という文言については、全体の地域には当てはまらないかもしれませんが、自分

達の地域に合ったプランがあれば、そういう場所を設けて前向きに考えていけばよいので

はないでしょうか。 

その他、ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。令和３年度農地 

の利用最適化の推進施策等に関する意見について原案を承認することに賛成の方の挙手

を求めます。 

◇（挙 手） 

 賛成多数でありますので、協議事項（１）令和３年度農地等の利用最適化の推進施策等

に関する意見については、原案を承認といたします。 

 次に、協議事項（２）農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取について、協議をお願

いします。事務局の説明を求めます。 

◇（資料説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 

ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農用地利用配分計画（案）

に係る意見聴取について、原案を承認とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、協議事項（２）農用地利用配分計画（案）に係る意見聴取に

ついては、原案を承認とすることに決定いたします。 

 次に、協議事項（３）農用地利用集積促進事業奨励金の審査について、協議をお願いし

ます。事務局の説明を求めます。  

◇（資料説明） 

 以上で事務局の説明は終わりましたので、皆さんからのご意見、ご質問をお願いします。 

◇（意見、質問等なし） 
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ご意見等ございませんか。なければ採決したいと思います。農用地利用集積促進事業奨

励金の審査について、原案のとおり決定とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

◇（挙 手） 

 全員賛成でありますので、協議事項（３）農用地利用集積促進事業奨励金の審査につい

ては、原案のとおり決定といたします。 

 次に、４０ページから５８ページまでの報告事項ですが、報告事項（１）から（５）ま

での内容は、 

（１）法第３条の届出書の受理状況               ３件 

（２）法第４条の届出書の受理状況               １件 

（３）法第５条の届出書の受理状況              １４件 

（４）法第１８条第６項の規定による通知書の交付状況     ２２件 

です。                    

報告事項（５）は、１月総会において許可とした法第５条の農地転用１件ついては、群

馬県農業委員会ネットワーク機構の意見が「異存なし」と答申がありましたので、会長専

決により許可書を交付しておりますので、後ほどご覧ください。 

以上で、本日の議事は全て終了いたしましたので、総会を閉会といたします。 

                        （閉会午後３時４３分）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


